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＜ 川 越 市 ＞  

 

川越市は将来を見据えた「入札制度」を確立せよ 

 

法律は、企業工事に対する国民の信頼の確保と建設業の健全

な発達を図ることを目的としており、現在の価格競争を原則と

した入札では限界がある。   

そこで、 「公 共 工 事 の入 札 及 び契 約 の適 正化 の促 進 に関 する法 律 （入札

契約適正化法 ）」・ 「公 共 工 事 の品 質 確保 の促 進 に関 する法 律 （品確法 ）」

が定められ、主に発注者の責務が問われている。  

 

＜ 公 共 工 事 の 入 札 及 び 契 約 の 適 正 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 ＞  

 

第 一 条  この法 律 は、国 、特 殊 法 人 等 及 び地 方 公 共 団 体 が行 う公 共 工 事 の

入 札 及 び契 約 について、その適 正 化 の基 本 となるべき事 項 を定 めるとともに、情

報 の公 表 、不 正 行 為 等 に対 する措 置 、適 正 な金 額 での契 約 の締 結 等 のための

措 置 及 び施 工 体 制 の適 正 化 の措 置 を講 じ、併 せて適 正 化 指 針 の策 定 等 の制

度 を整 備 すること等 により、公 共 工 事 に対 する国 民 の信 頼 の確 保 とこれを請 け

負 う建 設 業 の健 全 な発 達 を図 ることを目 的 とする。  

 

 

＜ 公 共 工 事 の 品 質 確 保 の 促 進 に 関 す る 法 律 ＞  

 

第 一 条  この法 律 は、公 共 工 事 の品 質 確 保 が、良 質 な社 会 資 本 の整 備 を通

じて、豊 かな国 民 生 活 の実 現 及 びその安 全 の確 保 、環 境 の保 全 （良 好 な環 境 の

創 出 を含 む。）、自 立 的 で個 性 豊 かな地 域 社 会 の形 成 等 に寄 与 するものである

とともに、現 在 及 び将 来 の世 代 にわたる国 民 の利 益 であることに鑑 み、公 共 工

事 の品 質 確 保 に関 する基 本 理 念 、国 等 の責 務 、基 本 方 針 の策 定 等 その担 い手

の中 長 期 的 な育 成 及 び確 保 の促 進 その他 の公 共 工 事 の品 質 確 保 の促 進 に関

する基 本 的 事 項 を定 めることにより、現 在 及 び将 来 の公 共 工 事 の品 質 確 保 の

促 進 を図 り、もって国 民 の福 祉 の向 上 及 び国 民 経 済 の健 全 な発 展 に寄 与 する

ことを目 的 とする。  
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発 注 者 の 責 務 は 「建 設 投 資 の減 少 」「競 争 の激 化 によるダンピング」に よ っ

て 適 正 な 施 行 が 見 込 ま れ な い 契 約 は 避 け る べ き で あ る 。 「入 札 契 約 適 正

化法 」「公 共 工 事 品 確法 」を 黙 殺 す る こ と に よ っ て 地 域 の 建 設 業 の 疲 弊 や

下 請 け 業 者 へ の し わ 寄 せ が 生 じ 、 現 場 の 技 能 労 働 者 ・ 若 年 労 働 者 の 減 少

が 顕 著 と な り 将 来 に お け る 公 共 工 事 の 担 い 手 が 不 足 し 、 そ の こ と は 地 域

の 安 全 や 安 心 の 維 持 に 支 障 を き た す の で あ る 。  

こ れ は 国 の 基 本 的 方 針 で あ り 、 よ っ て 川 越 市 は 将 来 を 見 据 え た 入 札 制

度 を 確 立 し 、 地 域 建 設 業 の 必 要 性 を 理 解 し な く て は な ら な い 。  

地 震 ・ 台 風 ・ 除 雪 ・ 修 繕 パ ト ロ ー ル 等 社 会 に と っ て 、 「建 設 産 業 は必

要 欠 くべからざる存 在 」で あ る こ と を 川 越 市 政 は 「改 めて認 識 する必 要 」が あ

る 。 以 下 改 め る べ き 条 項 を 整 理 し 、 問 題 点 を 指 摘 す る 。  

 

問 題 と な っ て い る 公 共 工 事 と は …  

 

 

以 上 が 入 札 の 結 果 で あ る 。 結 果 か ら 見 る と 落 札 率 は 97.5％ で あ る 。  

当 該 工 事 は 本 来 で あ る な ら 既 に 着 工 し 、 進 捗 し て い る 筈 な の に な ん と

発 注 者 で あ る 川 越 市 は 、 ㈱ 芹 沢 建 設 か ら の 工 事 請 負 辞 退 に よ り 工 事 契 約

を 解 除 し た の だ が 、 何 故 そ の 様 な 事 態 に な っ た の か … 契 約 不 履 行 の ㈱ 芹

沢 建 設 に 「全 ての責 務 がある」と は と て も 思 え な い 。  

 

「本工事は、旧川越織物市場を復元 し、インキュベーション施設及びそ

の他付随施設を整備するものである」と 工 事 の 大 要 を 掲 げ て お り 、 言 わ

ば 文 化 財 修 復 に 匹 敵 す る 「難 易 度 の高 い工 事 」で あ る 。  

㈱ 芹 沢 建 設 は 、 建 築 物 の 改 修 工 事 で あ る と の 認 識 だ っ た の か も 知 れ な

い 。 従 っ て 事 前 公 表 さ れ た 予 定 価 格 内 で 、 施 工 可 能 と 判 断 し 応 札 し た と

思 わ れ る 。 と こ ろ が 、 一 般 的 な 施 工 と は 違 い 実 行 予 算 を 組 ん で み る と 、

工 事 名 　旧川越織物市場整備工事

工 事 場 所 　川越市松江町2丁目11番地10ほか

工 期 　契約締結日から平成31年12月20日まで

入 札 方 式 　一般競争入札（ダイレクト入札）

業 種 　建築

格 付 　Ａ

開 札 日 　2018/5/11

設 計 金 額

予 定 価 格

落 札 者 　㈱芹沢建設

落 札 額 　300,000,000円（税抜き）

　307,700,000円（税抜き）
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工 事 の 下 請 け は 誰 で も 良 い と 言 う 訳 に は い か ず 、 当 初 の 見 積 り を 大 幅 に

上 回 り 、 こ の ま ま 工 事 を 施 工 す る と な れ ば 「２億 円 からもの赤 字 」に な り か

ね な い 。 こ の 事 は 、 本 紙 の 調 査 で も 当 該 工 事 が 「４億 ５千 万 円 から５億 円 の

見 積 り」に な る と 都 内 の 大 手 業 者 か ら 聞 き 及 ん で い る 。  

本 工 事 の 入 札 参 加 業 者 は 他 に 、 1 0 月 １ 日 に 民 事 再 生 法 を 申 請 し 事 実 上

「倒 産 した㈱エム・テック」で あ る 。  

応 札 し た 金 額 は 「 3 04 ,0 0 0, 000 円 」 で あ り 、 仮 に ㈱ エ ム ・ テ ッ ク が 落

札 し て い た な ら 、 更 に 最 悪 の 状 況 に な っ て い た で あ ろ う 。  

 

そ こ で 本 紙 は 、 川 越 市 の 入 札 制 度 に 問 題 が 無 い か を 調 査 を し た 。  

一 般 競 争 入 札 は 、 不 特 定 多 数 の 企 業 の 中 か ら 最 も 有 利 な 条 件 を 提 示 し

た 企 業 を 契 約 の 相 手 と す る 契 約 方 式 で あ り 、 入 札 の 原 則 的 な 方 式 で あ

る 。 一 般 競 争 入 札 の メ リ ッ ト は 、 価 格 の み の 勝 負 と な る の で 中 小 企 業 や

零 細 企 業 に も 落 札 の チ ャ ン ス が あ る 。 デ メ リ ッ ト は 価 格 勝 負 が 利 点 と い

う 反 面 、 利 益 が あ ま り 出 な い こ と で あ る 。  

ま た 競 争 性 が 高 い 反 面 、 不 良 不 適 格 業 者 の 排 除 が 困 難 で あ り 施 工 能 力

に 欠 け る 業 者 が 落 札 し 「品 質 の低 下 、受 注 競 争 を過 度 に激 化 」さ せ 、 ダ ン

ピ ン グ 受 注 を 招 く 。 従 っ て 、 適 切 な 活 用 が 求 め ら れ て い る の だ 。  

 

川 越 市 の 現 状 は 参 加 業 者 の 枠 を 広 げ て い る に 過 ぎ ず 、 対 象 工 事 に つ い

て 施 工 能 力 を 有 す る 業 者 を 適 切 に 選 別 す る 作 業 は 見 受 け ら れ な い 。  

施 工 能 力 の あ る 業 者 と は 、 設 計 図 書 か ら 適 正 な 施 工 方 法 を 見 出 す こ と

と 、 ま た 適 切 な 積 算 が 出 来 る 業 者 の 事 で あ る 。  

㈱ 芹 沢 建 設 を 例 に お く と 、 「年 間 完 工 高 ３億 円 の企 業 が３億 円 を超 える工

事 に参 加 」で き る シ ス テ ム 自 体 に 問 題 が あ る 。 企 業 年 間 完 工 高 を 厳 密 に

調 査 し 、 過 大 受 注 を さ せ て は な ら な い の で あ る 。 入 札 契 約 適 正 化 法 は 、

要 約 す る と 「発 注 者 は当 該 企業 の過 去 の工 事実 績 の情 報 、あるいは技 術 者 の

情 報 をもって受 注 者 の選 定 に当 たること」と な っ て い る 。  

 

川越市は 「入札契約適正化法」 「公共工事品確法」 を 

厳守せず「法 」を曲げている 

総 務 大 臣 ・ 国 土 交 通 大 臣 の 通 達 は 、  

「建 設 投 資 の減 少 ・競 争 の激 化 によるダンピング受 注 によって適 正 な施 工 が

見 込 まれない契 約 の締 結 を招 き、地 域 の建 設 業 の疲 弊 や下 請 け業 者 へのしわ

寄 せが生 じて、このため現 場 の技 能 労 働 者 の高 齢 化 ・若 年 労 働 者 の減 少 が顕
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著 となっている。このままでは将 来 における公 共 工 事 の担 い手 が不 足 する事 が

懸 念 される。地 域 においては、災 害 対 応 を含 む維 持 管 理 を担 う建 設 会 社 が不 足

し、地 域 の安 全 ・安 心 の維 持 に支 障 が生 じる恐 れがある事 が懸 念 される。」  

 

以 上 は 、 国 の 基 本 的 な 方 針 で あ る 。  

当 然 の 事 な が ら 地 方 自 治 体 の 長 、 或 い は 、 契 約 担 当 者 に 通 達 さ れ て い

る の だ 。 こ の 将 来 を 見 据 え た 政 策 を 川 越 市 は 全 く 理 解 し て な い 。  

地 域 の 建 設 業 の 必 要 性 を ど の よ う に 考 え て い る の か 。 地 震 ・ 台 風 ・ 除

雪 ・ 修 繕 ・ パ ト ロ ー ル 等 、 社 会 に と っ て 建 設 産 業 は 必 要 欠 く べ か ら ざ る

存 在 で あ る 。 ま ず は 、 こ こ か ら 改 め る 事 が 求 め ら れ る 。  

川 越 市 に 限 ら ず 発 注 者 は 、 「入 札 不 調 ・不 落 札 」を 極 端 に 嫌 う よ う で あ

る 。 従 っ て 、 で き る だ け 多 く の 業 者 に 入 札 参 加 を 可 能 に し 、 入 札 不 調 を

避 け る た め に 「法 を曲 げても」入 札 を 成 立 さ せ た い の だ 。  

 

設計金額 ・予定価格の入札前 、 

      即ち…事前公表は避けるべきである 

予 定 価 格 の 事 前 公 表 は 、 入 札 後 に 行 う べ き で あ る 。 入 札 前 に 公 表 す る

と 当 該 価 格 近 傍 に よ る 入 札 が 誘 導 さ れ る と 共 に 、 同 額 く じ 引 き よ る 落 札

等 が 増 加 す る 。 業 者 の 中 に は 「積 算 を行 わず入 札 する者 」も あ り 、 真 の 技

術 力 ・ 経 営 力 に よ る 競 争 を 損 ね て い る 。 残 念 な が ら 地 方 自 治 体 に こ の 行

為 を 禁 止 す る 法 令 規 定 は 見 当 た ら な い 。  

し か し 弊 害 が あ る 事 を 理 解 す べ き で あ る 。 川 越 市 は 中 核 市 と し て 他 市

の 模 範 と な る 入 札 制 度 を 確 立 し 、 積 算 が 満 足 に で き な い 業 者 で も 落 札 で

き る 「予 定 価 格 の事 前 公表 」は 絶 対 に し て は な ら な い 。  

こ の 事 こ そ 市 内 業 者 の 技 術 力 向 上 に 繋 が る も の で あ る 。 ま た 、 一 方 で

は 予 定 価 格 の 「事 前 公 表 を止 めると特 定 の業 者 に価 格 が漏 れ、不 正 が起 きる」

可 能 性 も 否 定 で き な い が 、 不 正 行 為 は 個 人 的 犯 罪 で あ り 担 当 官 と 業 者 と

の 不 正 行 為 は 、 厳 し い 法 の 裁 き に よ っ て 解 決 で き る 問 題 で あ る 。  

斯 様 な 問 題 な ど を 考 慮 し て 、 予 定 価 格 を 事 前 公 表 に す る こ と は 後 ろ 向

き で 、 川 越 市 の 地 場 産 業 の 発 展 に 明 る い 未 来 は な い 。  

 

予定価格の設定は適正に行われているか  

公 共 工 事 を 施 工 す る 者 が 、 公 共 工 事 の 品 質 確 保 の 担 い 手 が 中 長 期 的 に

育 成 さ れ 及 び 確 保 さ れ る た め の 「適 正 な利 潤 を確 保 する」こ と が で き る よ
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う 適 切 に 作 成 さ れ た 仕 様 書 及 び 設 計 書 に 基 づ き 、 経 済 社 会 情 勢 の 変 化 を

勘 案 し 、 「市 場 における労 務 及 び資 材 等 の取 引 価格 、施 工 の実 態 等 を的 確 に

反 映 した積 算 を行 うことにより、予 定 価 格 を適 正 に定 めること」。  

こ れ は 「 品 確 法 7 条 一 」 で あ る 。  

さ ら に 、 発 注 者 は 不 採 算 工 事 の 受 注 強 制 な ど は 「 建 設 業 法  第 1 9 条 の

三 」 に 違 反 す る 恐 れ が あ り 、 行 っ て は な ら な い 行 為 で あ る 。  

 

「 建 設 業 法  第 1 9 条 の 三 」 と は 、  

「注 文 者 は自 己 の取 引 上 の地 位 を不 当 に利 用 して、その注 文 した建 設 工 事 を

施 工 するために通 常 必 要 と認 められる原 価 に満 たない金 額 を請 負 代 金 の額 と

する請 負 契 約 を締 結 してはならない。」  

 

予 定 価 格 の 適 正 な 設 定 と は 、 正 し く 法 の 精 神 に 則 り 慎 重 に 取 り 決 め な

く て は な ら な い の で あ る 。 そ れ に は 適 切 に 作 成 さ れ た 仕 様 書 及 び 設 計 書

に 基 づ き 、 経 済 社 会 情 勢 の 変 化 を 勘 案 し 市 場 に お け る 労 務 ・ 資 材 等 、 最

新 の 実 勢 価 格 を 反 映 さ せ つ つ 実 際 の 施 工 に 要 す る 「妥 当 な経 費 」に つ い て

積 算 す べ き も の で あ る 。  

 

発注者の設計 ・仕様書 ・図面に問題あり 

川 越 市 に 限 ら ず 役 所 は 、 計 画 設 計 ・ 実 施 設 計 全 て の 業 務 を 設 計 事 務 所

ま た は コ ン サ ル タ ン ト に 委 託 し て い る 。 実 際 に は 、 委 託 費 は ダ ン ピ ン グ

状 態 で 委 託 業 者 は 悲 鳴 を 上 げ て い る 。  

図 面 ・ 仕 様 書 ・ 内 訳 書 ・ 設 計 金 額 す べ て 委 託 業 者 の 仕 事 で あ る 。  

 

発 注 者 の 職 員 は 、 委 託 業 者 の 説 明 を 聞 い て 納 得 す る だ け 。 役 所 の Ｏ Ｂ

に よ れ ば 、 「近頃の職員は技術力が低下 し現場へ行かない。図面を見て

も解 らない。業者を遠ざけて話 もしない。付近住民や第三者から苦情 もな

く、工事が完成する事をひたすら願 っている」と 言 う の で あ る 。  

つ ま り 図 面 と 内 訳 書 と の 整 合 性 ・ 施 工 を 考 慮 し た 単 価 構 成 等 、 判 る 筈

も な い と 言 う の で あ る 。  

 

本 紙 は 、 あ る 設 計 事 務 所 に 聞 い た と こ ろ 「設計業務は図面や仕様書

からその工事に必要な部材の数量や個数を入力するのみで、最終的には

役所がその数量や個数に部材単価を乗 じて設計金額を決定 しています」

と 話 す 。  
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「役所側が、この設計をもとに部材単価を安 く見積れば、おのずと設計

金額は低 く抑 えられることになります。また、専門業者から事前に見積 りを取

り、設計額算定の際には業者からの見積 りから３割位 カットするのが常識で

す」と Ｏ Ｂ は 話 す 。 既 に こ の 段 階 で 歩 切 り を し て い る の だ 。  

「出来 る限 り安 く発注する事が、市長命令でしょう…」と Ｏ Ｂ は 苦 笑 し

た 。 担 当 課 職 員 も 市 長 命 令 と あ ら ば 、 「業 者 を泣 かせることもやむを得 ず」と

い う こ と だ 。 以 上 の 責 任 は 全 て 、 「現 市 長 に集 約 」す る 。  

 

総合評価落札方式を取り入れる考えは無いようだ 

総 合 評 価 落 札 方 式 は 、「 入 札 価 格 以 外 の 要 素 も 総 合 的 に 評 価 」「 類 似 工

事 の 実 績 」「 工 事 成 績 」「 配 置 技 術 者 の 資 格 及 び 経 験 」「 施 工 能 力 」「 災 害

時 の 対 応 」「 施 工 業 者 の 技 術 」 を 提 案 さ せ る 。  

 

現 在 の 川 越 市 で は 、 と て も 無 理 だ ろ う 。 ト ッ プ は 工 事 の 廉 価 を 要 求 す

る だ け で 、 公 共 工 事 の 目 的 な ど 理 解 す る 能 力 を 欠 い て い る と の こ と だ 。  

公 共 工 事 に 熱 心 に 取 り 組 む 姿 勢 が 見 受 け ら れ な い 。 業 者 の 技 術 力 を 適

正 に 評 価 す る シ ス テ ム が 出 来 て な い 。 落 札 者 を 決 定 し た 際 、 落 札 し な か

っ た 業 者 へ の 説 明 も し な け れ ば な ら な い 。  

以 上 の 業 務 は 手 間 暇 か か る の で 良 い 事 と 判 っ て い る が 、 残 念 な が ら 川

越 市 に は や る 気 は 無 い よ う で あ る 。 ま た 川 越 市 内 業 者 で は 、 国 の 仕 事 を

し て い る 数 社 が 、 「総 合 評 価 落 札 方式 を理 解 」し て い る よ う で あ る 。  

 

㈱芹沢建設は被害者ではないのか 

㈱ 芹 沢 建 設 の 施 工 方 法 の 申 し 入 れ は 拒 否 さ れ 、 こ の ま ま で は 「1 億 数

千万円 或 いは 2 億円 からの赤 字 」に な る 。 赤 字 は社 会 の罪 悪 である。  

㈱ 芹 沢 建 設 は 、 止 む を 得 ず 履 行 不 可 能 の 決 断 を 下 し た も の と 思 わ れ

る 。 従 っ て 契 約 解 除 と な り 、 川 越 市 は 契 約 約 款 に 従 い 違 約 金 の 支 払 い を

㈱ 芹 沢 建 設 に 求 め た 。 ㈱ 芹 沢 建 設 に 全 て の 責 任 を 負 わ せ て は な ら な い 。

責 任 の 所 在 を 明 ら か に し な け れ ば 、 今 後 も 同 じ 轍 （ て つ ） を 踏 む 恐 れ が

出 る の だ 。 川 越 の 建 設 業 協 会 は 眼 （ ま な こ ） を 開 け 。  

川 越 市 は 重 大 な 積 算 の 間 違 い を 引 き 起 こ し た の だ 。  

違 約 金 額 は 請 負 金 額 「 3 億 円 の 1 0％ の 30,000 , 00 0 円 」 で あ る 。  

本 紙 は ㈱ 芹 沢 建 設 に 同 情 せ ざ る を 得 な い 。  

 

別 紙 1「 平 成 3 0 年 ９ 月 定 例 会  ㈱ 芹 沢 建 設 に 関 す る 市 政 報 告 」 参 照  

2018111901bessi1.pdf
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当 該 に 関 し て の 調 査 で は 、 某 設 計 事 務 所 と 都 内 の 大 手 建 設 業 者 の 御 協

力 を 戴 き 、 予 定 価 格 の 307,70 0 ,0 00 円 が 適 正 価 格 で は な い と の 回 答 を 得

た 。 「工 事 の難 易 度 ・特 殊 な施 行 性 」当 該 工 事 に 適 し た 適 正 な 歩 掛 り を 取

り 入 れ て い な い と の こ と で あ る 。 先 に 、 業 者 の 事 前 見 積 り の 一 件 を 記 し

た が 川 越 市 は 、 ま さ か 当 該 工 事 の 見 積 額 を カ ッ ト す る 様 な 事 は し て い な

い だ ろ う か 。 何 故 な ら 、 他 社 の 積 算 が 予 定 価 格 と 余 り に も 掛 け 離 れ た 金

額 な の で あ る 。 川 越 市 は 、 「そのような事 は無 い、もう 1 社  ㈱エム・テックが

304 ,000 ,000 円で入 札 しているではないか」と 言 う だ ろ う 。  

そ の 通 り だ が 、 倒 産 寸 前 の ㈱ エ ム ・ テ ッ ク は 不 良 不 適 格 業 者 で あ り 、

前渡金 欲 し さ に 受 注 し た か っ た の だ ろ う 。 ㈱ エ ム ・ テ ッ ク は 冷 静 に 経 営

判 断 が で き る 状 態 で は な か っ た 。  

 

別 紙 ２ 「 ㈱ エ ム ・ テ ッ ク 倒 産 か ら 反 省 す べ き こ と 」 参 照  

 

従 っ て 、 ㈱ エ ム ・ テ ッ ク の 入 札 金 額 は 参 考 に な ら な い 。  

 

▼ 市 は 入 札 の 直 後 、 ㈱ 芹 沢 建 設 の 積 算 根 拠 ・ 内 訳 書 の 提 出 を 求 め 精 査

し た の か 。  

▼ 適 正 な 施 工 へ の 懸 念 は な か っ た の か 。  

▼ 落 札 価 格 で 入 札 し た 理 由 。  

▼ こ の 価 格 で 発 注 者 が 求 め て い る 適 切 な 施 工 が 出 来 る の か 。  

▼ 資 材 ・ 労 務 単 価 ・ 下 請 代 金 の 設 定 は 適 正 か 。  

▼ 安 全 対 策 に 問 題 は な い か 。  

 

以 上 の 事 は 、 発 注 者 の 責 務 と し て ヒ ア リ ン グ す べ き 事 で あ る 。 こ の 事

は 、「 川 越 市 競 争 入 札 等 参 加 者 心 得 」 に 示 さ れ て い る の で あ る 。  

 

「 川 越 市 競 争 入 札 等 参 加 者 心 得 」  

第 17 条 ５   

落 札 決 定 後 、契 約 締 結 前 までに落 札 者 が次 の各 号 のいずれかに該 当 すること

となったときは、契 約 を締 結 しないことができる。  

（4）落 札 者 が契 約 の相 手 として不 適 当 であると認 められるとき。  

 

市 は 落 札 者 の 審 査 を 慎 重 に 行 い 契 約 を 締 結 し な け れ ば な ら な い 。 ま し

て や 議 会 承 認 案 件 と も な れ ば 、 な お さ ら の 事 で あ る 。 今 回 の 一 件 は 、 議

会 に 対 し 入 札 契 約 の 重 大 な 過 失 を 露 呈 し た も の で あ り 、 簡 単 に ㈱ 芹 沢 建

2018111901bessi2.pdf
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設 の 責 任 に 留 め る 問 題 で は な い 。 更 に 工 事 完 成 の 遅 れ は 社 会 に 多 大 な 損

失 を 生 み 、 執 行 部 ひ い て は 「市 長 の責 任 」で あ る 。  

議 員 各 位 に お か れ て も 、 公 共 工 事 の 適 正 な 入 札 が 法 律 に 基 づ い て 執 行

さ れ る よ う 注 視 し て 頂 き た い 。  

 

「 川 越 市 競 争 入 札 等 参 加 者 心 得 」  

第 20 条   

入 札 参 加 者 は、入 札 後 この心 得 、契 約 書 （案 ）、図 面 、仕 様 書 及 び現 場 等 につ

いて不 明 を理 由 として異 議 を申 し立 てることができない。  

 

つ ま り 、 落 札 業 者 か ら 聞 き た い こ と が あ っ て も 、 「聞 きに来 るな…契

約をしてからにしろ…全てを判 って入札 したんだろう」  

こ の 背 景 に あ る も の は 、 「発 注 者 の誤 算 」で あ る 。 間 違 え を 指 摘 さ れ て

も 認 め る 訳 に は い か な い 。 こ の 条 項 に 、 今 回 の 悲 劇 が 隠 さ れ て い る の で

あ る 。 ㈱ 芹 沢 建 設 は 落 札 後 、 「施 工 計 画 ・実 行 予 算 の検 討 」に 入 っ た と 思

う が 、 こ の 段 階 で は 疑 問 を 投 げ か け る こ と は 出 来 な い 。  

議 会 承 認 後 、 契 約 し て か ら 始 め て ㈱ 芹 沢 建 設 の 話 を 聞 く の で あ る 。  

契 約 前 に や り 取 り を す る と 「これでは話が違 う、契約できない。」  

そ う 言 わ れ る こ と は 何 と し て も 避 け た い の で あ る 。 こ の 点 が 民 間 の 取

引 と 違 い 、 入 札 は 官 主 導 で 執 行 さ れ る の で あ る 。 入 札 後 よ り 本 契 約 ま で

の 日 時 も あ り 「相 互 、真 剣 に協 議 すれば」こ う し た 契 約 解 除 と 言 う 最 悪 の

事 態 を 招 く こ と は 無 か っ た の で あ る 。  

 

左 記 は 、 川 越 市 の Ｈ Ｐ で 公 開 さ れ  

て い る 「 川 越 市 入 札 参 加 者 名 簿 」 の

一 部 で あ る 。  

 

「建 築 」の 格 付 け 「Ａ」の 業 者 13 社

と 格 付 け 「Ｂ」の 最 上 位 の 業 者 １ 社 を

抜 粋 し た 。  

表 か ら 判 る よ う に ㈱ 芹 沢 建 設 の 格

付 け は 、 ギ リ ギ リ 「 Ａ 」 で あ る 。  

 

し か し 格 付 け が 「 Ｂ 」 の 最 上 位 で

あ る ㈱ 三 澤 屋 建 設 と の 総 合 評 価 値 の

差 は 、 た っ た 「３」し か な い 。  

 

業者名 総合評価値 格付

岩堀建設工業㈱ 1206 Ａ

初雁興業㈱ 1170 Ａ

川木建設㈱ 1135 Ａ

三光建設㈱ 1062 Ａ

㈱内田産業 937 Ａ

㈱シオノ工業 926 Ａ

東洋建設㈱ 924 Ａ

倉沢建設㈱ 915 Ａ

梶野建設㈱ 905 Ａ

堀尾建設㈱ 899 Ａ

徳栄産業㈱ 856 Ａ

沢健工業㈱ 851 Ａ

㈱芹沢建設 851 Ａ

㈱三澤屋建設 848 Ｂ

平成29・30年度 川越市入札参加者名簿（建築）
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ま た 「 旧 川 越 織 物 市 場 整 備 工 事 」 の 入 札 を 辞 退 し た 初 雁 興 業 ㈱ と 三 光

建 設 ㈱ と の 総 合 評 価 値 の 差 は 、 そ れ ぞ れ ≪ 319≫ ≪ 211≫ と 、 か な り 開 き

の あ る 数 値 で あ る こ と が 確 認 で き る 。  

「 旧 川 越 織 物 市 場 整 備 工 事 」 の 入 札 参 加 資 格 に は 「本 入 札 日 の告 示 から

…建 設 工事 の業 種 として「建 築 」が登 載 されており、その格 付 けがＡ級 であるこ

と」と 掲 げ て い る が 「Ａ級 」だ け で は な く 、 例 え ば 総 合 評 価 値 が ≪ 1, 0 00≫

以 上 の 業 者 ・ 文 化 財 の 工 事 実 績 が あ る 業 者 ・ 1 級 技 術 者 が 多 数 在 籍 し て

い る 業 者 等 、 入 札 参 加 資 格 の ハ ー ド ル を 上 げ て い れ ば 今 回 の よ う な 契 約

解 除 と い う 事 態 は 回 避 で き た だ ろ う 。  

 

本 紙 が こ の 問 題 を 取 り 上 げ 取 材 す る 中 で 、 国 交 省 職 員 の 見 解 は  

「当該工事の入札参加資格者に川越市の建築Ａ級 とあるが、経審

850 点では無理でしょう。３億以上の工事に参加 させてはいけません。対

象工事に見合った業者を選別すべきです。法律で定められている筈です」

と 語 っ て い る 。  

川 越 市 の 元 職 員 の 見 解 は 「一般競争で誰が取っても安ければ良いので、

それが今の市の姿勢ですよ、上 は何 も考えていません。」「若 い技術屋の声

なんて通 りません。彼等は、毎日矛盾を感 じながら仕事 してます。建設業の

良識派の見解は、少 なくとも県 レベルの入札制度を導入 して欲 しいと願 って

いる。今 は安 くて大変だ。」  

市 議 会 議 員 の 見 解 は 「㈱芹沢建設も契約 してから業務を遂行出来ない

なんてしょうがない。」  市 議 諸 氏 は 、 市 に よ る 入 札 型 式 の 実 態 を 調 査 す る

必 要 が あ る 。 ㈱ 芹 沢 建 設 の 姿 勢 の 無 理 か ら ぬ 立 場 を 理 解 さ れ よ う 。  

 

 

「川合市政」ではなく「川越市政」を取り戻せ！  

 

本 来 、このような市 政 の構 造 的 改 革 は市 長 の政 治 理 念 や市 民 社 会 に対 する

誠 実 さがあってこそ実 現 する。その意 味 では、現 在 の「川 合 市 政 」が敷 かれた川

越 市 にこれらの改 革 を望 むことは不 可 能 だ。  

なにしろ川 合 善 明 という人 物 は、自 らを批 判 する市 民 を公 然 と呼 び捨 てにし

ては謝 罪 も訂 正 もしないという、常 軌 を逸 した人 格 の持 ち主 である。  

本 紙 の存 在 についても〝川越市の恥だ〟とブログに平 然 と書 き飛 ばしてい

る。市 長 失 格 と批 判 した相 手 に向 かって、なんらの理 論 的 な反 論 や逆 に反 省 の

弁 を述 べることもなく、ただ逆 上 にまかせて特 定 の市 民 を呼 び捨 てにし、自 治 体
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社 会 の害 悪 であるかに公 言 する市 長 など、全 国 自 治 体 のなかでも、おそらく「川

合 善 明 」ただ一 人 である。川 合 氏 は自 分 自 身 については  “恥 ”  だと思 わない

ことは既 にその言 動 から明 らかだが、その原 因 は川 合 氏 が、「市 政 は自 分 （ 川 合

善 明 ） のために動 くものだ」と間 違 って考 えているからである。  

 

市 長 とは「市民社会のために働 く」ことが法 的 にも道 義 的 にも当 たり前 だ

が、川 合 市 長 に限 っては「おれ様 」のために市 政 があると錯 誤 している。  

そうでなければ、政 治 家 としての自 分 を批 判 されて、逆 上 しては知 性 の欠 片 も

ない侮 辱 を市 民 に浴 びせたりはしない。川 合 氏 は、「おれ様 」が批 判 されたと思 っ

たからこそ逆 上 したのだ。自 治 体 首 長 という公 職 の意 味 や義 務 さえ理 解 できて

いないから、自 らを批 判 する市 民 を恥 と呼 び捨 てるような「恥知 らず」を臆 面 も

なく公 言 できるのだ。  

 

本 紙 も…市 民 も…反 川 合 市 議 らも…「川 合 善 明 」が市 長 でないならば、誰 も

批 判 も追 及 もしないのだということを、川 合 氏 は理 解 していない。川 越 市 の名 を

冠 する市 長 だからこそ、「その資 格 も能 力 もない」と批 判 されるのであって、川 合

氏 個 人 がいかに異 常 な人 格 であったとしても、そのような人 間 はいずれ社 会 から

排 除 されるか自 滅 するかの道 しかないのであり、市 長 ではない只 の「おれ様 」など

誰 も相 手 にしない。  

つまり、川 合 氏 が（ 特 に 本 紙 か ら ） 批 判 ・追 及 されたくなければ、市 長 を辞 め

れば良 いだけである。或 いは川 合 氏 自 身 、「私人 」の自 分 では誰 にも言 うことを

聞 かせられないことをわかっていて、「権力 」が欲 しかったのだろうか？  

市 民 社 会 は個 人 の権 力 欲 の具 材 ではないのだ。  

川 越 市 民 は、「川 合市 政 」を排 撃 し「川越市政 」を取 り戻 さなければならな

い。■                   

 

 

 


